
事 務 連 絡

平成２６年７月３日

各地方厚生局健康福祉部食品衛生課 御中

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

「登録検査機関における輸入食品等（検査命令を除く）の検体採取要領」の改正について

標記について、別添のとおり各検疫所長あて通知しましたのでお知らせします。



食安輸発0 7 0 3第１号

平 成 2 6 年 ７ 月 ３ 日

各検疫所長 殿

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室長

（公 印 省 略）

「登録検査機関における輸入食品等（検査命令を除く）の検体採取要領」の改正について

今般、一般社団法人食品衛生登録検査機関協会理事長より、別添のとおり、平成

17年５月23日付け「登録検査機関における輸入食品等（検査命令を除く）の検体採

取要領」を改正した旨の報告を受けたことから、業務の参考として送付するととも

に、関係営業者への周知等を含め対応方よろしくお願いします。

なお、本通知をもって、平成17年５月25日付け食安輸発0525004号を廃止します。












